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導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

 

 滋賀県甲賀市の人口は、令和５年４月現在、８８，７５４人であり、１５歳から６

４歳までの生産年齢人口は総人口の５９％にあたる５２，２３０人となっているが、

今後３０年で生産年齢人口は、１２，０００人減少すると推計されている。 

平成２８年経済センサスによると、甲賀市における事業所数は３，９７２事業所あ

るが、従業員規模が３０人以下の事業所は３，６７９事業所（９２．６％）であるこ

とから多くの事業所は中小規模の事業所となっている。 

業種別に見ると、製造業の事業所は６９９事業所（１７．６％）あり、従業員数は

１６，９９２人（３９．４％）を占めている。 

工業統計によると製造品出荷額等が、１５年連続して県内１位を誇っており、令和

２年には９，４２５億円となっている。 

令和５年３月における甲賀公共職業安定所における有効求人倍率は１．１４となっ

ている。 

 以上のことから、今後、人口減少局面において、更に持続的に地域経済を発展させ

ていくには、多くの中小企業の設備投資を促し、生産性を向上させることが喫緊の課

題となっている。 

 

 

（２）目標 

 

 将来の生産年齢人口の減少は人手不足を招き、国内市場の縮小、経済のグローバル

化等の影響により、企業立地の低迷や企業流出が懸念される。雇用の場の喪失は更な

る人口減少を招く恐れがあることから、市内企業の生産性向上により人手不足を解消

し、幅広い産業の育成を図る必要がある。 

 これを実現するための目標として、２年間の計画期間中に６５件程度の先端設備等

導入計画の認定を目標とする。 

 

 

（３）労働生産性に関する目標 

 

 先端設備等導入計画を認定した事業者の労働生産性（中小企業等の経営強化に関す

る基本方針に定めるものをいう。）が年率３％以上向上することを目標とする。 



２ 先端設備等の種類 

 

 甲賀市の強みである製造業の生産性を向上させることは極めて重要であるが、経済

のグローバル化等、製造業を取り巻く状況を鑑み、製造業以外の稼ぐ力を強化する必

要があることから、全産業における中小企業の生産性の向上を図るため、中小企業等

経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全てとする。 

 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

 

甲賀市の人口減少に歯止めをかけ、持続的な地域経済の発展を進めるためには、市

内の雇用の場を確保することが必要不可欠であり、市内に広く立地する事業所の持続

的な発展を促すため、甲賀市全体を対象地域とする。 

 

 

（２）対象業種・事業 

 

 甲賀市の産業は、製造業のみならず、豊かな自然、甲賀流忍者、信楽焼といった地

域資源を活かした農業や観光等の多種多様な業種が甲賀市の経済、雇用を支えている

ため、これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって、

本計画において対象とする業種は、全業種とする。 

 生産性向上に向けた事業者の取組は、新商品の開発、自動化の推進、ＩＴ導入によ

る業務効率化、省エネの推進、市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携等、多

様である。したがって本計画においては、労働生産性が年率３％以上に資すると見込

まれる事業を対象とする。 

 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

 

 令和５年７月４日から令和７年３月３１日とする。 

 計画期間は原則として２年間であるところ、市全体及び商工労働分野における施策 

の方向性が会計年度等の始期である４月に切り替わることから、これらとの協調・連

動を図るため、本計画の終期を令和７年３月３１日とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

 

 ３年間、４年間、５年間とする。 



５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

 

本計画は、市内における人口減少対策が最終的な目標であることから、人員削減を

目的とした取組を先端設備等導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮す

る。 

 また、公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについて

は先端設備等導入計画の認定の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 

 

 

 

（備考） 

  用紙の大きさは日本工業規格Ａ４とする。 


